
目　　次

主 要 判 決 全 文 紹 介

平成 29 年      月          日（火）

No.  14545　１部370円（税込み）

10 10

☆注目知的財産権法判例紹介［84］…………… ⑽☆主要判決全文紹介［知財高裁］……………… ⑴

≪知的財産高等裁判所≫
手続却下処分取消請求控訴事件

（「フラッシュ様式での光の不連続な供給がある場合の混合栄養単細胞藻類の
培養方法」明細書等翻訳文の国内書面提出期間内未提出事件）

－平成28年（行コ）第10002号、平成29年３月７日判決言渡－
（原審・東京地方裁判所平成27年（行ウ）第615号）

　特許協力条約に基づく外国語でされた国際特許出願（本件出願）について、国内書面提出期間内に明細
書等翻訳文の提出がないとし、国内書面提出期間後に提出された明細書等翻訳文提出の手続が認められ
るのは、特許法184条の４第４項所定の「正当な理由」があるときであり、特段の事情がない限り、国際
特許出願を行なう出願人（代理人を含む）として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみ
て国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいう。本件手続の却下処
分は取り消されるべきであるとした控訴人の主張には、提出期間内に明細書等翻訳文の提出ができなかっ
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た理由に、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻
訳文を提出することができなかった特許法184条の４第４項所定の「正当な理由」はなく、本件手続却下
処分に違法性はないとして、控訴人の請求が却下された事例である。

当裁判所の判断

　当裁判所も、控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことにつ
いて、法184条の４第４項所定の「正当な理由」があるということはできず、本件処分に違法はないから、
控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。
　その理由は、以下のとおりである。
１　認定事実等

原判決の「事実及び理由」第３の１記載のとおりであるから、これを引用する。
　（事実については以下のとおり。

平成23年９月15日　外国語で国際特許出願（「フラッシュ様式での光の不連続な供給がある場合の混
合栄養単細胞藻類の培養方法」）（優先日平成22年９月15日、受理官庁フランス国特許庁）（本件出願）

平成25年５月21日　日本国内書面手続（明細書等翻訳文などを提出）
その後、日本国内の書面手続は国内書面提出期間経過後であり、指定国である日本国における本件

出願は取り下げられたものとみなされるとして、特許庁は前記日本国内書面手続を却下した（本件処 
分）。

理由については以下のとおり。　
法184条の４第４項では、平成23年改正法は、明細書等翻訳文を提出することができなかったことに

ついて「正当な理由」があるときは、一定の期間内に限り、これを救済するために新設されたものであ 
る。

本件手続の違法性を主張する根拠となる「正当な理由」が示されていないとして、原審では請求が棄
却された。

控訴人の主張を以下のとおり補充する（原判決７頁18行目に「Ａ氏」とあるのを「Ｂ氏」と訂正し、
14頁９行目に「本」とあるのを削除する。）。

原判決19頁16行目以降に「アルファベット順に国名ないし広域名が記載され、その国名等の段落ご
とに」とあるのを、「アルファベット順に行ごとに国名ないし広域名が記載され、その国名等の右側の
離れた位置に」と訂正した。）

２　「正当な理由」の意義
我が国では、外国語特許出願の出願人は、従前、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しな

かった場合には救済されなかったところ、平成23年改正法は、明細書等翻訳文を提出することができ
なかったことについて「正当な理由」があるときは、一定の期間内に限り、これを救済するために新設
されたものである。

当時、我が国はＰＬＴに未加盟であったものの、国際的調和の観点から、外国語特許出願の出願人
について、期限の徒過があった場合でも、柔軟な救済を図ることにしたものと解される。

もっとも、法184条の４第４項所定の「正当な理由」の意義を解するに当たっては、①特許協力条約
に基づく国際出願の制度は、国内書面提出期間以内に翻訳文を提出することによって、我が国において、
当該外国語特許出願が国際出願日にされた特許出願とみなされるというものであるから、同制度を利
用しようとする外国語特許出願の出願人には、自己責任の下で、国内書面提出期間内に明細書等翻訳
文を提出することが求められること、②国内書面提出期間経過後も、当該外国語特許出願が取り下げ
られたものとみなされたか否かについて、第三者に監視負担を負わせることを考慮する必要がある。


